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「派遣切り」などの大量首切りに反対し、 

      労働者の雇用と生活を守ることを要求する声明 

 
１ 大企業の「派遣切り」などの大量首切り 

アメリカ発の金融危機と景気悪化を理由に、自動車メーカーをはじめとする大企業

は、いっせいに派遣労働者や期間労働者の大量解雇を開始している。  
  トヨタは７８００人、日産自動車は１５００人、いすゞ自動車は１４００人、マツ

ダは１３００人、三菱自動車は１０００人、スズキは６００人の派遣労働者などを削

減する計画を明らかにしている。さらに、キャノン等の電機メーカーも非正規労働者

の削減を進めようとしている。厚生労働省も、今回の景気悪化による解雇者が１万人

以上（全産業）にのぼることを認めている。  
 
２ 減益といってもなお巨額の利益を見込んでいる 

この間、大企業は正規社員を派遣労働者などの非正規労働者に置きかえることで人

件費を低減し、史上空前の利益を上げてきた。上場企業は０８年３月期まで６期連続

増益、５期連続最高益更新を果たしている。０９年３月期は減益予想としているが、

トヨタは６０００億円、日産は２７００億円、いすゞは６００億円、マツダは５００

億円、三菱自動車は５００億円、スズキは１０００億円、キャノンは５８００億円（０

８年１２月期予想）とそれぞれ巨額の利益を見込んでいる。  
 
３ 「派遣切り」などの首切りは労働者を直ちに路頭に迷わせる 

派遣労働者などの非正規労働者の賃金は、月１０数万円、年２００万円前後の低賃

金である。十分な蓄えもなく、派遣会社の寮で生活している労働者も多い。首を切ら

れれば、ただちに「路頭に迷う」こととなる。企業が赤字に陥ったわけでもなく、単

に減益が予測されるというだけで、大量の非正規労働者を「調整弁」として「使い捨

て」にすることは、極めて理不尽でありとうてい許されない。  
 
４ 一方的な労働者派遣契約の打ち切りは許されない 

（１）整理解雇４要件は労働関係における公序 

  多くの裁判例で、経営上の必要性を理由とする整理解雇については、①人員削減の

必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④労働者との説明協議義務の４要件を

満たさない解雇は無効と判断されている。裁判例の積み重ねにより、整理解雇にあた

っては、整理解雇４要件を満たすことが、労働関係における公序になっている。 

  労働者派遣契約は、もっぱら労働者の労務供給を目的とする契約である。その契約

の帰趨は、生身の労働者の生活に直結している。したがって、派遣契約の解除の可否

を考える上では、整理解雇４要件を考慮に入れることが必要である。 

 

（２）整理解雇４要件に違反する労働者派遣契約の中途解除は無効 

  労働者派遣法第２７条は、使用者に課せられている解雇制限事項を実質的に担保す

るため、派遣先が行う「派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が

労働組合の正当な行為をしたこと等を理由」とする公序良俗違反の派遣契約の解除は

無効であると定めている。したがって、労働関係における公序である整理解雇４要件

を満たさない労働者派遣契約の解除は、派遣法２７条に違反し無効である。 

今回の派遣契約の解除については、派遣先の大企業が巨額の利益を見込んでいるこ

とからして、人員削減の必要性がないことは明白である。また、派遣先の大企業は、
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解雇回避の努力も、労働者との説明協議もまったく行っていない。これらの点からし

て、派遣先大企業の派遣契約の中途解除が無効であることは明白である。 

 

（３）整理解雇４要件に違反する労働者派遣契約の更新拒否は無効 

反復更新されてきた労働者派遣契約は、客観的に合理的な理由があって社会通念上

相当と認められる場合、即ち、労働関係における公序である整理解雇４要件を満たす

場合でなければ、その更新拒否は許されない。整理解雇４要件を満たさない、反復更

新されてきた派遣契約の更新拒否は無効である。  
  したがって、人員削減の必要性もなく、解雇回避の努力も、労働者との説明協議も

まったく行われていない、今回の派遣契約の更新拒否は無効である。  
 
５ 派遣元による派遣労働者の解雇は許されない 

  －派遣元は毅然として派遣先に対して労働者派遣契約打ち切りの無効を主張すべき 

  以上に述べたとおり、今回の大企業による労働者派遣契約の打ち切りは無効である

ので、派遣元は、この派遣契約の打ち切りを理由に派遣労働者を解雇することはでき

ない。 

  派遣元は、派遣先の大企業に対して、毅然として派遣契約の打ち切りの無効を主張

し、派遣労働者を就労させるように主張すべきである。派遣先の大企業がどうしても

派遣労働者を就労させることに応じない場合は、派遣先の大企業に対して損害賠償を

請求すべきである。 

  いずれにしても、派遣先の大企業の派遣契約の打ち切りは無効であり、派遣元は、

その犠牲を派遣労働者に負わせることはできない。 

 

６ 期間労働者の一方的な雇い止めは許されない 

   今回、首切り（雇い止め）されようとしている期間労働者は、偽装請負や労働者派

遣を経て、長期間にわたって同じ使用者のもとで働いてきた労働者が多く含まれてい

る。これらの労働者は、長年にわたって正規社員と同じ基幹業務に従事してきている。

このような期間労働者の雇い止めについては、雇い止め禁止法理や整理解雇法理の厳

格な適用がなされるべきである。 

  今回の期間労働者の雇い止めは、巨額の利益を見込む中での雇い止めであり、無効

であることは明白である。 

 

７  大量首切りに反対し、労働者の雇用と生活を守るたたかいに立ち上がろう 

  大企業は、これまで大量の非正規労働者を低賃金で使用して莫大な利益を上げてき

た。今回、景気悪化を理由にして、単に利益が減少する見とおしにあることをもって、

これらの非正規雇用労働者の首を切ることは絶対に許されない。大企業は、今こそそ

の社会的責任を果たすべきである。  
今、この不況下で必要なことは、労働者の雇用と生活を守ることである。自由法曹

団は、多くの労働者と手をたずさえて、労働者の首切りを許さず、その雇用と生活を

守るたたかいに断固として取り組む決意である。  
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